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平
成
18
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

19
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
か
た

（
高
校
３
年
生
相
当
年
齢
の
か
た
）

と
母
子
・
父
子
家
庭
で
平
成
18
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
か
た
を
養
育
し
、
受

給
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い

る
か
た
は
現
在
使
用
し
て
い
る
福

祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
の
有
効

期
限
が
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。
以
降
は
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
有
効
期
限
が
切
れ
た
受

給
資
格
者
証
は
、
細
断
の
う
え
、

適
切
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　

福
祉
医
療
制
度
は
、
対
象
者
が

医
療
機
関
で
保
険
診
療
を
受
け
た

場
合
、
医
療
費
の
自
己
負
担
を
助

成
す
る
制
度
で
あ
り
、
税
金
で
賄

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
を
将

来
に
わ
た
り
維
持
し
て
い
く
た
め

に
適
正
な
受
診
を
心
が
け
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

保
険
医
療
係
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６
１
３
６

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証

有
効
期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

３
月
議
会
定
例
会
が
３
月
６
日

㈭
〜
19
日
㈬
の
14
日
間
の
日
程
で

開
催
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
定
例
会

に
は
、
諮
問
２
件
、
同
意
２
件
、

条
例
の
制
定
議
案
２
件
、
条
例
の

一
部
改
正
議
案
５
件
、
計
画
議
案

１
件
、
令
和
６
年
度
補
正
予
算
議

案
３
件
、
令
和
７
年
度
当
初
予
算

議
案
５
件
、
議
員
発
議
１
件
、
陳

情
１
件
の
合
計
22
議
案
が
審
議
さ

れ
る
予
定
で
す
。

　

議
会
初
日
に
は
各
議
案
の
審
議

決
定
を
行
い
、
令
和
６
年
度
補
正

予
算
議
案
お
よ
び
令
和
７
年
度
当

初
予
算
議
案
を
予
算
決
算
常
任
委

員
会
へ
付
託
し
ま
す
。

　

２
、
３
日
目
に
は
、
事
前
に
質

問
通
告
を
し
た
議
員
８
人
が
登
壇

し
、
一
問
一
答
方
式
で
一
般
質
問

を
行
い
ま
す
。
２
日
目
の
一
般
質

問
の
後
、
令
和
６
年
度
補
正
予
算

議
案
の
採
決
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、
３
日
目
の
一
般
質
問
の
後
、

常
任
委
員
会
で
、
町
が
今
後
取
り

組
む
事
務
事
業
な
ど
に
つ
い
て
、

所
管
事
務
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

最
終
日
に
は
、
令
和
７
年
度
当

初
予
算
議
案
の
採
決
が
行
わ
れ
ま

す
。

◆
一
般
質
問
通
告
者
、
質
問
事
項

期
日　

３
月
７
日
㈮

森
田
義
昭
議
員
（
９
時
〜
）

①
小
中
学
校
の
い
じ
め
に
つ
い
て

②
消
防
団
に
つ
い
て

③
町
長
の
現
状
に
つ
い
て

青
木
文
雄
議
員
（
10
時
〜
）

①
若
者
・
女
性
が
帰
っ
て
き
て
働

け
る
ま
ち
に
つ
い
て

②
避
難
所
に
関
す
る
取
組
指
針
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
に
つ
い
て

藪
之
本
佳
奈
子
議
員（
11
時
15
分
〜
）

①
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て

②
子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て

青
木
秀
夫
議
員
（
13
時
15
分
〜
）

①
大
規
模
指
定
既
存
集
落
制
度
の

活
用
に
つ
い
て

②
東
洋
大
と
の
関
係
に
つ
い
て

③
公
共
下
水
道
に
つ
い
て

尾
澤
将
樹
議
員
（
14
時
30
分
〜
）

①
障
が
い
者
の
こ
と
全
般
に
つ
い
て

期
日　

３
月
10
日
㈪

須
藤
稔
議
員
（
９
時
〜
）

①
行
政
区
編
成
後
10
年
目
の
検
証

に
つ
い
て

②
ご
み
の
減
量
化
と
資
源
ゴ
ミ
に

つ
い
て

③
主
要
幹
線
道
路
の
新
設
、
整
備

に
つ
い
て

荒
井
英
世
議
員
（
10
時
〜
）

①
地
域
社
会
と
学
校
の
連
携
に
つ

い
て

②
観
光
事
業
の
広
域
化
に
つ
い
て

③
令
和
７
年
度
一
般
会
計
当
初
予

算
編
成
に
つ
い
て

亀
井
伝
吉
議
員
（
11
時
15
分
〜
）

①
婚
活
応
援
事
業
と
カ
ッ
プ
リ
ン

グ
デ
ザ
イ
ナ
ー
事
業
に
つ
い
て

②
避
難
所
の
空
調
設
備
に
つ
い
て

③
軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
に
つ
い
て

④
70
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

⑤
地
域
再
生
計
画
に
つ
い
て

◆
議
会
傍
聴

　

本
会
議
お
よ
び
委
員
会
の
傍
聴

を
希
望
す
る
か
た
は
、
入
り
口
で

受
付
票
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
を

ご
記
入
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

庶
務
議
事
係
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６
１
５
４

３
月
議
会
定
例
会
を
開
催

町
長
の
施
政
方
針
、
令
和
７
年
度
当
初
予
算
議
案
を
審
議
、
一
般
質
問
に
８
人
の
議
員
が
登
壇

　

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い

る
町
民
皆
さ
ま
の
負
担
軽
減
を
図

る
た
め
、
１
人
に
つ
き
３
，０
０

０
円
分
の
町
内
で
使
え
る
商
工
会

商
品
券
を
世
帯
主
あ
て
に
交
付
し

ま
す
。

対
象
者

　

令
和
７
年
２
月
１
日
現
在
、
板

倉
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

れ
て
い
る
全
て
の
か
た

交
付
額　

１
人
に
つ
き
３
，０
０

０
円
分（
１
，０
０
０
円
券
×
３

枚
）

使
用
で
き
る
店
舗

　

町
内
登
録
の
１
０
２
店
舗

使
用
期
限

　

令
和
７
年
７
月
31
日
㈭
ま
で

交
付
方
法

　

世
帯
主
あ
て
に
、
世
帯
員
分
の

商
品
券
を
簡
易
書
留
に
て
順
次
郵

送
し
ま
す
。

※
全
世
帯
へ
の
交
付
完
了
は
３
月

中
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
状
況

に
よ
り
変
動
し
ま
す
。

使
用
の
際
の
注
意
点

○
商
品
券
は
、
現
金
と
引
き
換
え

が
で
き
ま
せ
ん
。

○
商
品
券
は
、
額
面
に
利
用
が
満

た
な
い
場
合
で
も
、
釣
り
銭
は
出

ま
せ
ん
。

○
国
や
地
方
公
共
団
体
へ
の
税
の

支
払
い
や
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
料

金
な
ど
の
公
共
料
金
の
支
払
い
に

は
使
え
ま
せ
ん
。

○
換
金
性
の
高
い
物
（
有
価
証
券
、

商
品
券
、
ビ
ー
ル
券
、
図
書
券
、

切
手
、プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
な
ど
）

の
購
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

使
用
の
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

商
工
観
光
係　
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３
９

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
事
業

町
内
で
使
え
る
商
品
券
を
交
付
し
ま
す

　

２
月
17
日
㈪
、
館
林
警
察
署
お

よ
び
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
す

て
っ
ぷ
ぐ
ん
ま
と
犯
罪
被
害
者
等

支
援
に
お
け
る
連
携
と
協
力
に
関

す
る
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

社
会
全
体
で
効
果
的
な
支
援
に

取
り
組
む
こ
と
で
、
被
害
者
の
早

期
回
復
に
つ
な
げ
ま
す
。

問
合
せ　

安
全
安
心
係
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１
２
３

犯
罪
被
害
者
等
支
援
に
お
け
る
連
携
と
協
力
に
関
す
る
協
定

被
害
者
の
早
期
回
復
に
つ
な
げ
ま
す

みほん

災
害
時
に
お
け
る
生
活

物
資
の
供
給
協
力
に
関

す
る
協
定

　

２
月
19
日
㈬
、
株
式
会
社

フ
レ
ッ
セ
イ
と
災
害
時
に
お

け
る
生
活
物
資
の
供
給
協
力

に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
ま

し
た
。
こ
の
協
定
は
、
被
災

者
に
対
し
て
店
舗
や
水
道
、

ト
イ
レ
を
提
供
し
て
い
た
だ

く
こ
と
や
食
料
・
生
活
必
需

品
な
ど
、
物
資
の
供
給
を
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
災
害
時
の
町
民
生
活

の
安
定
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

安
全
安
心
係
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２
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無
人
航
空
機
に
よ
る
災

害
対
策
活
動
に
関
す
る

協
定

　

２
月
20
日
㈭
、
一
般
社
団

法
人
日
本
ド
ロ
ー
ン
協
会
群

馬
事
業
所
と
無
人
航
空
機
に

よ
る
災
害
対
策
活
動
に
関
す

る
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

こ
の
協
定
に
よ
り
災
害
現
場

な
ど
の
撮
影
お
よ
び
画
像
解

析
や
緊
急
物
資
の
輸
送
、
そ

の
他
ド
ロ
ー
ン
を
活
用
し
た

協
力
要
請
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
被
害
状
況
の
早
期
把
握

や
被
害
の
拡
大
防
止
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

安
全
安
心
係

82
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６
１
２
３

期日 会議名 開議時刻 事項

３月６日（木）
本会議 午前９時 定例会（初日）

委員会 本議会
終了後

予算決算常任委員会
（補正予算審査）

３月７日（金） 本会議 午前９時 一般質問(５人）
補正予算採決

３月10日（月）

本会議 午前９時 一般質問(３人）

委員会 午後１時
30 分

総務文教福祉常任委員会
（所管事務調査）

産業建設生活常任委員会
（付託案件審査および所管事務調査）

３月11日（火） 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

３月12日（水） 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

３月13日（木） 休会

３月14日（金） 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

３月17日（月） 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

３月18日（火） 休会

３月19日（水） 本会議 午前９時 定例会（最終日）
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　町内のイベントや行政情報など、さまざまな町の情報を発信しています。

主な機能
○受信設定
　受信したい情報を設定して、関心のある情報を受け取ることができます。
○防災
　町の防災情報に加え、最新の気象警報・地震情報・停電情報を確認できます。また、受信設定をすれば、
防災ラジオの放送内容（定期放送・緊急情報など）がLINEで受信できるようになります。
○申し込み
　各種教室やイベントの申し込みができます。
○ごみ
　ごみの分別方法を検索することができます。ごみの出し方や
ごみカレンダーを確認することができます。また、外国語版の
ごみの分け方・出し方を確認することができます。
○広報・回覧
　バックナンバーを含め、広報紙・回覧・議会だよりを閲覧できます。
○通報
　道路の陥没や動物の死骸などの通報を行うことができます。

※今後も随時機能を拡大する予定です。

友だち追加方法
○二次元コードで追加
　ホーム→友だち追加→二次元コード

　→登録画面に移動後、追加ボタンを押す。

または

○ ID検索で追加

　ホーム→友だち追加→検索@line.itakura

問合せ　企画調整係
８２－６１２５

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯

支
給
額　

一
世
帯
当
た
り
３
万
円

対
象　

令
和
６
年
12
月
13
日
時
点

で
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯

全
員
の
令
和
６
年
度
住
民
税
が
非

課
税
の
世
帯

※
令
和
６
年
度
住
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
か
た
の
扶
養
を
世
帯
全

員
が
受
け
て
い
る
場
合
は
、
対
象

外
で
す
。

※
他
の
市
区
町
村
で
同
様
の
給
付

金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
対

象
外
で
す
。

申
請
方
法

▼
確
認
書
が
届
い
た
か
た

　

対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
世

帯
に
は
、
２
月
17
日
に
確
認
書
を

発
送
し
ま
し
た
。内
容
を
確
認
し
、

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
必
要

書
類
を
添
え
て
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
税
情
報
の
変
更
な
ど
に
よ
り
新

た
に
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
、

確
認
書
を
順
次
発
送
し
ま
す
。

▼
申
請
書
が
届
い
た
世
帯

　

令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
町

へ
転
入
し
た
世
帯
ま
た
は
転
入
者

が
い
る
世
帯
の
う
ち
、
課
税
状
況

を
確
認
で
き
な
い
か
た
が
い
る
世

帯
に
は
、
２
月
21
日
よ
り
申
請
書

を
順
次
発
送
し
て
い
ま
す
。
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
必
要
書
類

を
添
え
て
、
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

６
月
30
日
㈪
消
印
有
効

問
合
せ　

社
会
福
祉
係

82

－

６
１
３
３

▼
こ
ど
も
加
算

支
給
額　

児
童
一
人
当
た
り
２
万
円

対
象

物
価
高
騰
対
策
給
付
金
を

受
給
し
た
世
帯
の
う
ち
、
18
歳
以

下
（
平
成
18
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
）
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

世
帯
主

申
請
方
法

　

手
続
き
は
、
原
則
不
要
で
す
。

４
月
中
旬
以
降
、
物
価
高
騰
対
策

給
付
金
の
受
給
口
座
へ
順
次
振
込

予
定
で
す
。

※
別
世
帯
に
扶
養
し
て
い
る
対
象

児
童
が
い
る
場
合
や
令
和
６
年
12

月
14
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
が

い
る
場
合
は
、
子
育
て
支
援
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
係

82

－

６
１
３
４

物
価
高
騰
対
策
給
付
金

住
民
税
非
課
税
世
帯
と
低
所
得
子
育
て
世
帯
に
給
付

　

２
月
10
日
㈪
、
交
通
安
全
活
動

に
積
極
的
に
尽
力
し
、
交
通
事
故

防
止
に
大
き
く
貢
献
し
た
功
績
が

認
め
ら
れ
、
板
倉
町
交
通
指
導
員

に
星
野
・
金
子
交
通
安
全
教
育
等

功
労
者
表
彰
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
後
も
交
通
事
故
が
１
件
で
も

少
な
く
な
る
よ
う
、
さ
ら
な
る
ご

活
躍
を
期
待
し
ま
す
。

問
合
せ　

安
全
安
心
係

82

－

６
１
２
３

星
野
・
金
子
交
通
安
全
教
育
等
功
労
者
表
彰

板
倉
町
交
通
指
導
員
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た

　

偽
造
・
変
造
防
止
対
策
が
強
化

さ
れ
た
２
０
２
５
年
旅
券
が
導
入

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
３
月
24
日

の
申
請
分
か
ら
手
数
料
が
変
わ
り

ま
す
。
ま
た
、
パ
ス
ポ
ー
ト
が
交

付
さ
れ
る
ま
で
従
来
よ
り
も
時
間

が
か
か
る
た
め
、
海
外
旅
行
や
出

張
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
お
早
め
に

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
数
料

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
の
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
は
手
数
料
が
こ
れ
ま
で

よ
り
１
０
０
円
安
く
な
り
、
戸
籍

謄
本
の
提
出
は
不
要
に
な
り
ま
す
。

書
面
で
の
申
請
は
こ
れ
ま
で
よ
り

手
数
料
が
３
０
０
円
高
く
な
り
、

戸
籍
謄
本
の
提
出
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

交
付
ま
で
の
期
間

　

パ
ス
ポ
ー
ト
を
国
立
印
刷
局
で

作
成
す
る
た
め
、
２
週
間
程
度
か

か
り
ま
す
。

問
合
せ　

戸
籍
年
金
係
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－

６
１
３
１

○
群
馬
県
庁
地
域
外
交
課

０
２
７

－

２
２
６

－

３
８
６
０

旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の
交
付

手
数
料
と
交
付
ま
で
の
期
間
が
変
わ
り
ま
す

このアイコンが目印です

建
築
確
認
手
続
き
の
ル
ー
ル
が

改
正
さ
れ
ま
す

　

建
築
基
準
法
な
ど
の
改
正
に
伴
い
、

４
月
以
降
の
手
続
き
の
ル
ー
ル
が
次

の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
す
。

全
て
の
建
築
物

　

原
則
、新
築
・
増
改
築
を
行
う
際
、

省
エ
ネ
基
準
適
合
が
義
務
化
と
な
り

ま
す
。

木
造
２
階
建
の
戸
建
住
宅
な
ど

○
建
築
確
認
の
手
続
き
で
構
造
・
省

エ
ネ
な
ど
の
図
書
の
提
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

○
大
規
模
な
リ
フ
ォ
ー
ム（
壁
、
柱
、

床
、
梁
、
屋
根
ま
た
は
階
段
の
一
種

以
上
に
つ
い
て
行
う
過
半
の
改
修
な

ど
を
い
い
、
仕
上
げ
材
の
み
の
改
修

な
ど
は
除
く
）
で
も
建
築
確
認
手
続

き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
２
０
５
０
年
の
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
量
実
質
ゼ
ロ
の
実

現
に
向
け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
建

築
物
の
省
エ
ネ
化
は
、
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
量
抑
制
だ
け
で
な
く
、
光

熱
費
の
負
担
軽
減
や
、
快
適
性
な
ど

の
向
上
に
つ
な
が
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
令
和
12
年
に
は
省

エ
ネ
基
準
の
引
き
上
げ
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

今
後
、
新
築
・
増
改
築
や
大
規
模

な
リ
フ
ォ
ー
ム
を
お
考
え
の
か
た
は
、

建
築
士
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

太
田
土
木
事
務
所
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友だち追加をするとこちらの
メニューが利用できます。
友だち募集中です！

板倉町公式LINEアカウント板倉町公式LINEアカウント
友だち追加をお願いします友だち追加をお願いします

板倉町公式LINEアカウント
友だち追加をお願いします


